
動物性加工たん白の輸入一時停止措置について

平成１７年８月１２日１７動検第６０７号

平成２３年５月２３日２３動検第２３２号（一部改正）

このことについて、平成１７年８月１２日付け１７消安第２８９１号をもって、消費・安全

局長及び衛生管理課長から別添写しのとおり、動物性加工たん白の輸入一時停止措置に係る輸

入検疫実施要領を定め、既存の関連通知を廃止した旨の通知があり、これに伴い下記の通知（省

略）を廃止したので、十分留意して動物検疫に当たるとともに、関係者に周知願います。

なお、本件は動物性加工たん白の輸入一時停止措置について、動物性加工たん白に係る国内

措置との整合性を図る観点等から見直しが行われたものです。

また、これに伴い、「飼料用、肥料用として輸入される魚粉及び飼料用動物性油脂の輸入検

査体制の強化」（平成１４年１１月２７日付け１４動検第７５３号動物検疫所長通知）の別紙

のⅠ及びⅡの要領で引用される「「動物性加工たん白の輸入停止措置について」（平成１４年

１１月１２日付け生畜第５０００号生産局長通知）」及び「「飼料用動物性油脂の輸入及び国

内での使用に係る措置」（平成１３年１２月２７日付け１３生畜第５２１７号生産局長通知）」

については、それぞれ「「動物性加工たん白の輸入一時停止措置について」（平成１７年８月

１２日付け消安第２８９１号）」に読み替えること、また、別記関係者（省略）には別途通知

したことを申し添えます。

別添

動物性加工たん白の輸入一時停止措置について

動物性加工たん白及び飼料用動物性油脂については、国内における牛海綿状脳症（BSE）の

発生に伴い、下記の各通知に基づいて輸入停止措置を講じているところである。

一方、国内においては、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を踏まえ、飼料及び

肥料に供される動物性加工たん白の一部について、製造及び出荷停止措置を順次解除してきた

ところである。

これを踏まえ、我が国に輸入される動物性加工たん白についても、輸出国において国内と同

等の安全性の確保が講じられていることが確認できるものについては、輸入一時停止措置から

除外することとし、別紙のとおり動物性加工たん白質の輸入一時停止措置に係る輸入検疫実施

要領を定めるとともに、下記の各通知（省略）を廃止したので、動物検疫の実施に当たっては

的確な対応をお願いする。
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